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(57)【要約】
　－　平坦な面（１１）上に多数の三次元的に成形され
た表面構造（１２）を備えた平坦な面（１１）により形
成される成長表面（１０）を備えた成長基板（１）を準
備する工程；－　成長表面（１０）上に直接、酸素を含
むＡｌＮからなる核形成層（２）を大面積で施す工程、
－　核形成層（２）上に、窒化物を基礎とする半導体積
層部（３）を成長させ、半導体積層部（３）を、平坦な
面（１１）から選択的に成長させる工程を含むエレクト
ロニクス半導体チップ（１００）を製造する方法、およ
び、エレクトロニクス半導体チップが開示されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エレクトロニクス半導体チップ（１００）の製造方法であって、
　－　平坦な面（１１）により形成される成長表面（１０）を備えた成長基板（１）を準
備するステップであって、前記平坦な面（１１）上に三次元的に成形された複数の表面構
造（１２）を備えている、ステップと
　－　前記成長表面（１０）上に直接、酸素を含むＡｌＮからなる核形成層（２）を大面
積で施すステップと、
　－　前記核形成層（２）上に、窒化物を基礎とする半導体積層部（３）を成長させるス
テップであって、前記半導体積層部（３）を前記平坦な面（１１）から選択的に成長させ
る、ステップと
を含む、エレクトロニクス半導体チップ（１００）の製造方法。
【請求項２】
　前記平坦な面（１１）上での前記半導体積層部（３）の選択的な成長を、前記核形成層
（２）の酸素含有率によって調節する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記三次元的に成形された表面構造（１２）は、前記半導体積層部（３）の成長の際に
、前記半導体積層部（３）によりほぼ覆われる、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　有機金属気相成長によって前記核形成層（２）を施す、請求項１から３までのいずれか
１項に記載の方法。
【請求項５】
　スパッタリングによって前記核形成層（２）を施す、請求項１から３までのいずれか１
項に記載の方法。
【請求項６】
　前記三次元的に成形された表面構造（１２）を、前記平坦な面（１１）上に円錐形の又
は角錐形の突出部により形成させる、請求項１から５までのいずれか１項記載の方法。
【請求項７】
　前記成長基板（１）は、酸化アルミニウムを含むか又は酸化アルミニウムからなる、請
求項１から６までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記平坦な面（１１）は、結晶学的ｃ面である、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記半導体チップ（１００）の作動時に、光の放射又は検出が予定されているオプトエ
レクトロニクス能動層（３４）を備えた前記半導体積層部（３）を成長させる、請求項１
から８までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記半導体チップ（１００）は、発光ダイオード又は光検出ダイオードとして構成され
る、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　－　平坦な面（１１）により形成される成長表面（１０）を備えた成長基板（１）であ
って、前記平坦な面（１１）上に複数の三次元的に成形された表面構造（１２）を備えて
いる、成長基板（１）と、
　－　前記成長表面（１０）上に直接大面積で施された、酸素を含むＡｌＮからなる核形
成層（２）と、
　－　前記核形成層（２）上の、窒化物を基礎とする半導体積層部（３）とを備え、
ここで前記半導体積層部（３）は、前記平坦な面（１１）から選択的に成長されている、
エレクトロニクス半導体チップ（１００）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　エレクトロニクス半導体チップの製造方法並びにエレクトロニクス半導体チップを記述
する。
【０００２】
　本特許出願は、独国特許出願第１０ ２０１４ １０１ ９６６．０号の優先権を主張し
、その開示内容は、本願明細書に参照により援用される。
【０００３】
　特定の実施形態の少なくとも１つの課題は、エレクトロニクス半導体チップの効率的な
製造方法を提供することである。特定の実施形態の別の課題は、エレクトロニクス半導体
チップを提供することである。
【０００４】
　これらの課題は、独立請求項に記載の方法及び物により解決される。この方法及び物の
好ましい実施形態及び実施態様は、従属請求項において特徴付けられていて、かつ次の記
載及び図面から更に明らかとなる。
【０００５】
　エレクトロニクス半導体チップの製造方法の少なくとも１つの実施形態の場合に、成長
基板を準備する。この成長基板は成長表面を有し、この成長表面上に次の方法工程で半導
体層が施される。この成長表面は平坦な面により形成され、この平坦な面上に多数の三次
元的に成形された表面構造が作製されている。換言すると、この成長表面は、平坦な面に
よって形成される二次元的に成形された領域と、表面構造により形成される三次元的に成
形された領域をと有し、この表面構造は、平坦な面により形成される平面から突き出てい
る及び／又はこの平面から成長基板内へ落ち窪んでいる。成長表面の平坦な面上の三次元
的な表面構造に基づいて、この基板は、予め構造化された基板とも言うことができる。
【０００６】
　例えば、これらの表面構造は、平坦な面から延びる突出部によって形成されていてよい
。この突出部は、特に好ましくは円錐形であってよく、それにより、この成長表面を上か
ら見た場合、円形の横断面を示すか、又は角錐形であってよく、それにより、この成長表
面を上から見た場合、多角形の横断面、例えば三角形、四角形、六角形又はその他の多角
形の横断面を示すことができる。
【０００７】
　更に、この表面構造は、成長基板内に落ち窪む陥没部によって形成されていてもよい。
この陥没部は、例えば円錐形又は角錐形の陥没部であってよく、それにより、この成長表
面を上から見た場合、円形の横断面又は多角形の横断面を示し、後者の多角形の横断面の
場合には例えば三角形、四角形、六角形又はその他の多角形の横断面を示すことができる
。
【０００８】
　別の実施形態の場合には、更なる方法工程で、この成長表面上に核形成層が施される。
この核形成層は、特に結晶表面を準備することが予定されていて、この結晶表面上に、別
の層、特に半導体層、例えば窒化物系化合物半導体材料からなる半導体層を、高い結晶品
質で施すことができる。従って、この核形成層は、半導体積層部の第１の層が成長するこ
とができる表面を用意する。
【０００９】
　特に好ましくは、この核形成層は、成長表面上に大面積で施される。これは、核形成層
が、選択的に施されるのではなく、成長表面の平坦な面にも三次元的に成形された表面構
造にも施されることを意味する。この核形成層は、多数の互いに並んで配置された柱体に
より形成されていてもよく、この柱体が成長表面上に大面積で施されている。「大面積」
とは、つまり、必ずしも「全面積」を意味する必要はない。本願の意味範囲で、大面積で
施すことは、成長表面の一部が核形成層で覆われていない場合でも、平坦な面の少なくと
も一部並びに表面構造の少なくとも一部が核形成層で覆われている限り達成される。
【００１０】
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　この核形成層は、できる限り全体の成長表面が、つまりできる限り全体の平坦な面及び
表面構造が、この核形成層で覆われるように施すことができる。これは、例えば、指向性
なく施す方法によるか、又は平坦な面に対して垂直又はほぼ垂直に向いている主方向に沿
って施すことにより行うことができる。更に、平坦な面に対して傾斜しているような施す
方向を選択することもできる。これにより、表面構造の形成及び施す方向に応じて、平坦
な面及び／又は表面構造の部分的な陰影付けを達成することができるので、核形成層は、
平坦な面及び表面構造に施されるが、この場合、例えば平坦な面の一部だけに及び／又は
表面構造の一部だけに施される。陰影付けられた範囲を伴って施す場合であっても、半導
体積層部を成長させる際に、更に後記する選択性を達成することができる。
【００１１】
　別の実施形態の場合には、更なる方法工程で、この核形成層上に半導体積層部を成長さ
せる。この半導体積層部は、少なくとも１つの半導体層、好ましくは複数の半導体層を含
む。この半導体積層部は、特にエピタキシー法、例えばＭＯＶＰＥ（有機金属気相成長；
metal-organic vapor-phase epitaxy）又はＭＢＥ（分子線エピタキシー；molecular bea
m epitaxy）を用いて成長させることができるので、この成長基板は、核形成層と一緒に
、従って、いわゆる後続するエピタキシーのための準基板（Quasisubstrat）を形成する
。更に、半導体積層部を施すために、ＨＶＰＥ（ハイドライド気相成長；hydride vapor 
phase epitaxy）、ＬＰＥ（液相エピタキシャル成長；liquid phase epitaxy）又はスパ
ッタリング、又は上述の成膜法の組み合わせも可能である。
【００１２】
　この半導体積層部は、特に窒化物を基礎とする半導体積層部であってよい。「窒化物を
基礎とする」の用語には、特に、ＩｎxＡｌyＧａ1-x-yＮ（ここで、０≦ｘ≦１、０≦ｙ
≦１及びｘ＋ｙ≦１）のＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体材料系からなる材料、例えばＧａＮ、
ＡｌＮ、ＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＮ、ＡｌＩｎＧａＮを含む半導体層及び半導体積層部が当
てはまる。この場合、この半導体積層部は、ドーパント並びに付加的な成分を含んでいて
よい。しかしながら、たとえ部分的に少量の別の物質に置き換えられていたとしても及び
／又は少量の別の物質が補われていたとしても、簡素化のために、半導体積層部の結晶格
子の主要な成分、つまりＡｌ、Ｇａ、Ｉｎ並びにＮだけが記述されている。
【００１３】
　別の実施形態の場合には、この核形成層は、酸素を含む窒化アルミニウム（以後ＡｌＮ
：Ｏ又はＡＬＯＮとも言う）により形成される。この用語には、核形成層の組成が当ては
まり、この場合、酸素はドーパントとして又はそれどころかパーセントオーダーで核形成
層中に存在してよい。核形成層中の酸素含有率によって、特別な欠陥構造を半導体積層部
中に達成することができ、この特別な欠陥構造は、例えば半導体積層部の能動層内で欠陥
密度を効果的に低減することを可能にする。更に、次に施される層、つまり半導体積層部
の歪みに影響を及ぼすことができる。この酸素によって、核形成層の緩和の度合いにも影
響を及ぼすことができ、これは、次に施される層の湾曲挙動に本質的な影響を及ぼすこと
ができる。特に、酸素を含むＡｌＮにより、核形成層上に施された半導体層が成長表面の
どのような表面領域に成長するのかに関する選択性にも影響を及ぼすことができる。
【００１４】
　特に、十分な品質の半導体積層部を作製するために、予め構造化された基板上でのエピ
タキシャル成長は、この核形成層上での半導体積層部の成長の間に、二次元的な平坦な面
と、その上に配置された三次元的に成形された表面構造、特に突出部又は陥没部として形
成された表面構造の面との間で強い選択性を必要とすることが判明した。換言すると、特
定の表面領域では核形成層上に半導体層の成長が行われ、一方で他の表面領域では好まし
くは成長が行われないか又はわずかしか成長が行われないように、成長表面の特定の表面
領域を意図的に選択する必要がある。特に、平坦な面と三次元的に成形された表面構造の
表面との間の意図的な選択は、可能な成長表面としてエピタキシャル成長される半導体材
料のために必要である。このような選択性がない場合には、発光ダイオードとして構成さ
れる半導体チップの場合には、特に小電流挙動（Kleinstromverhalten）及び遮断電圧に
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関連する並びに例えば低い発光効率のような悪い性能に関する低い材料品質及び歩留まり
の低下が生じる。更に、発光ダイオードとして構成される半導体チップの場合には、成長
表面上の表面構造によって助長される半導体チップからの光の外方放射は、選択性がない
場合には不利な影響を及ぼされることがある。更に、出射される光の量は、寄生的な、結
晶の極めて悪いＧａＮ領域内での吸収によっても低減されることがある。
【００１５】
　予め構造化された基板において、三次元的な表面構造と、その間に存在する、成長表面
の平坦な面の平坦な表面領域との間でできる限り良好な選択性を達成するために、過去に
は、核形成の間に特別なプロセス条件を調節し、例えばＧａＮ核形成の際に高めた圧力及
びＶ族元素のＩＩＩ族元素に対する極めて低い比率を調節することが試された。この措置
にもかかわらず、先行技術では、三次元構造上に、更なる堆積についての有意な堆積が行
われた。更に、公知のプロセスの場合に、プロセス許容範囲は一般に著しく制限されかつ
絶え間なく手間のかかる制御が必要である。
【００１６】
　酸素を含む窒化アルミニウムからなる核形成層により、成長表面の平坦な面から半導体
積層部を選択的に成長させることを達成できる。これは、半導体積層部又はこの半導体積
層部の第１の層若しくは第１の層範囲の成長がこの平坦な面上で選択的に行われ、つまり
、核形成層上での半導体積層部の形成が平坦な面上で選択的に始まることを意味する。こ
れは、特に、半導体積層部の成長の大部分が平坦な面から行われ、かつわずかな部分が三
次元的に成形された表面構造の表面から行われることを意味してよい。好ましくは、半導
体積層部は、エピタキシーバリエーションで、ほぼ平坦な面からだけ行われ、表面構造上
では半導体積層部の成長は極めてわずかに行われるか又はそれどころか半導体積層部の成
長は行われない。それにより、三次元的に成形された表面構造では半導体積層部が一面に
成長せず、つまり半導体積層部はこの表面構造上に直接成長せず、この三次元的に成形さ
れた表面構造はこの半導体積層部によってほぼ覆われ、つまりこの半導体積層部は、平坦
な面からの成長によってこの表面構造を塞ぐことを達成できる。この場合、「ほぼ」とは
、半導体積層部の成長は、表面構造体上に行われないか又はわずかな分だけ行われること
を意味する。
【００１７】
　別の実施形態の場合に、平坦な面上での半導体積層部の成長の選択性は、核形成層の酸
素含有率によって、好ましくは意図的に、調節される。酸素を含まないＡｌＮ核形成層の
場合には、半導体積層部の成長は、平坦な面上での成長と比べて、三次元的に成形された
表面構造の表面上に優先的に現れたが、核形成層の酸素含有率を高めることにより、始め
に記載された好ましい選択性を達成することができる。酸素を含まないＡｌＮとは、この
場合、１０19ｃｍ-3未満の酸素含有率を示すＡｌＮを言うことができる。
【００１８】
　別の実施形態の場合に、有機金属気相成長によって核形成層を施すことが行われる。適
切な出発材料（前駆体とも言われる）の選択、及びこの出発材料のガス流束の選択により
、所望な酸素含有率を有する核形成層を製造することができる。酸素供給源として、Ｏ2

、Ｈ2Ｏ、窒素酸化物又は酸素を含む有機金属化合物を使用することができる。例えば、
Ｏ2及び／又は窒素酸化物と混合されているＮ2及び／又はＨ2に基づくガス供給源を使用
することができる。更に、キャリアガスに蒸気圧飽和装置（bubbler）を介して添加され
るＨ2Ｏも使用することができる。更に、例えば、酸素を含む有機金属ガス供給源、例え
ばジエチルアルミニウムエトキシド、又はジエチルアルミニウムエトキシドとトリメチル
アルミニウムとの混合物を使用することも可能である。核形成層の成長法において供給さ
れる酸素を含むガスの量の制御によって、核形成層の酸素濃度を制御することができかつ
意図的に調節することができる。
【００１９】
　更に、成長層表面を酸素で末端化することも可能である。例えば、このために、成長基
板をＯ2プラズマ中で予めコンディショニングすることができる。成長表面のこのような
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酸素末端化は、通常酸素を有しないＡｌＮ核形成層の製造のために使用されるガス供給源
を用いても、酸素を含むＡｌＮの成長を引き起こす。特に、酸化アルミニウム成長基板を
Ｏ2プラズマにより予めコンディショニングすることができる、というのも、この酸化ア
ルミニウム表面の酸素末端化が、酸化アルミニウム－窒化アルミニウム界面で特別に酸素
を含むＡｌＮの成長を引き起こすことができるためである。
【００２０】
　酸素を準備するための上述の供給源又は方法は、例えば酸素を用いた表面コンディショ
ニングと酸素含有ガスの供給とを互いに組み合わせることもできる。
【００２１】
　別の実施形態の場合に、スパッタリングによって核形成層を施すことが行われる。この
ために、例えば、Ａｌターゲットを、酸素が添加されている窒素雰囲気中で使用すること
ができる。有機金属気相成長とは反対に、スパッタリングによって比較的低コストでかつ
比較的高い成長速度で厚い層を作製することができる。更に、スパッタリングによる核形
成層の作製により、半導体積層部を成長させるための後続するエピタキシャル成長プロセ
スを短縮及び／又は簡素化することができる。更に、核形成層のスパッタリングによって
、半導体積層部の作製のための後続するＭＯＶＰＥプロセス中でのアルミニウムの存在を
低減することも可能である。
【００２２】
　更に、核形成層を施すための別の方法、例えばＭＢＥ、ＣＶＤ（化学気相堆積；chemic
al vapor deposition）又は適切な物理的方法も可能である。
【００２３】
　別の実施形態の場合に、核形成層中の酸素量は、核形成層中の酸素の含有率が１０19ｃ
ｍ-3より多くなるように制御される。特に、核形成層に関する酸素の質量割合は、好まし
くは０．０１％以上又は０．１％以上又は０．２％以上又は０．５％以上であってよい。
更に、核形成層に関する酸素の質量割合は、好ましくは１０％以下又は５％以下又は１．
５％以下であってよい。
【００２４】
　更に、上述の方法の一つによって酸素を含まないＡｌＮからなる層を施しかつ引き続き
酸化炉中で酸化させかつこうして酸素を含むＡｌＮ層に変換することも可能である。
【００２５】
　別の実施形態の場合に、１ｎｍ以上又は５ｎｍ以上又は１０ｎｍ以上又は３０ｎｍ以上
又は５０ｎｍ以上の厚さの核形成層が成長表面上に施される。これとは別に又は付加的に
、核形成層の厚さは、１０００ｎｍ以下又は２００ｎｍ以下又は１５０ｎｍ以下であって
よい。例えば、核形成層の厚さは約１００ｎｍであってよい。
【００２６】
　別の実施形態の場合に、成長基板は酸化アルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）を含むか又は酸化ア
ルミニウムからなる。特に、この成長基板は、この場合に、成長表面の平坦な面として、
酸化アルミニウムの０００１方位を示す結晶学的ｃ面又は０００－１方位を示す（－ｃ）
面を有する。酸素を含むＡｌＮ核形成層により、特に酸化アルミニウム－ｃ面又は酸化ア
ルミニウム－（－ｃ）面上に半導体積層部の成長を選択的に行うことができ、三次元的に
成形された表面構造が準備されかつこの場合にｃ面又は（－ｃ）面とは異なりかつ多数の
結晶面を含む結晶面上には、核形成層上の半導体積層部の成長は行われないか又はわずか
な成長が行われることが明らかになった。
【００２７】
　更に、この平坦な面が、半極性の窒化ガリウムを成長させるために特に適している酸化
アルミニウムのｒ面によって形成されることも可能である。
【００２８】
　更に、成長基板は、ケイ素を含む成長表面を有していてよい。特に、この成長表面は、
ケイ素表面又は炭化ケイ素表面によって形成されていてよい。このために、この成長基板
は、例えばケイ素基板又はＳｉＣ基板であるか又はケイ素層又はＳｉＣ層を別の基板上に
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有していてもよい。更に、この成長基板は、次の材料を有するか又は次の材料からなるこ
ともできる：ＬｉＧａＯ、ＬｉＡｌＯ、ＺｎＯ、石英ガラス、雲母。
【００２９】
　少なくとも１つの実施形態の場合に、この核形成層の上方に、オプトエレクトロニクス
能動層を備えた半導体積層部を成長させる。半導体積層部のオプトエレクトロニクス能動
層は、半導体チップの作動の際に、光、特に紫外スペクトル領域又は可視スペクトル領域
内の光を放射及び／又は検出するために備えられているか又は予定されていてよい。特に
、作製されるか又は検出可能な光の波長は境界値を含む３８０ｎｍ～６８０ｎｍであって
よい。このオプトエレクトロニクス能動層は、好ましくは１つ以上のｐｎ接合又は１つ以
上の量子ポット構造（Quantentopfstrukturen）を含んでいてよい。この半導体チップは
、発光ダイオード又は光検出ダイオードとして構成されていてよい。
【００３０】
　この半導体積層部は、更に、少なくとも１つ又は複数のｎ型ドープ層及び少なくとも１
つ又は複数のｐ型ドープ層を有していてよく、この場合、これらのドープされた半導体層
のそれぞれ１つは、好ましくはオプトエレクトロニクス能動層に直接隣接していてよい。
更に、この半導体積層部は、例えば緩衝層のようなドープされていない層を有していても
よい。この層は、例えば核形成層上に直接成長させられていてもよくかつ三次元的に成形
された表面構造の高さよりも厚い厚さを有していてよく、このため、この緩衝層によって
表面構造を覆うことができる。
【００３１】
　別の実施形態の場合に、エレクトロニクス半導体チップは、成長表面を備えた成長基板
を有し、この成長表面は、平坦な面上に多数の三次元的に成形された表面構造を備えた平
坦な面によって形成される。更に、この半導体チップは、成長表面上に直接大面積で施さ
れた、ＡｌＮ：Ｏからなる核形成層及びこの核形成層上に窒化物を基礎とする半導体積層
部を有していてよく、この場合、半導体積層部は、この平坦な面から選択的に成長させら
れている。
【００３２】
　エレクトロニクス半導体チップの製造方法との関連で記載されたこれらの実施形態及び
特徴は、半導体チップについても同様に通用しかつその逆も通用する。
【００３３】
　別の利点、好ましい実施形態及び態様は、次に図面との関連で記載された実施例から明
らかである。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１Ａ】エレクトロニクス半導体チップを製造する方法の方法工程を示す図である。
【図１Ｂ】エレクトロニクス半導体チップを製造する方法の方法工程を示す図である。
【図１Ｃ】エレクトロニクス半導体チップを製造する方法の方法工程を示す図である。
【図１Ｄ】エレクトロニクス半導体チップを製造する方法の方法工程を示す図である。
【図２】エレクトロニクス半導体チップを製造する方法の方法工程を示す図である。
【図３】エレクトロニクス半導体チップを製造する方法の方法工程を示す図である。
【図４】エレクトロニクス半導体チップを製造する方法の方法工程を示す図である。
【図５】エレクトロニクス半導体チップを製造する方法の方法工程を示す図である。
【図６Ａ】別の実施形態による核形成層上のＧａＮの成長の二次電子顕微鏡写真を示す。
【図６Ｂ】別の実施形態による核形成層上のＧａＮの成長の二次電子顕微鏡写真を示す。
【図６Ｃ】別の実施形態による核形成層上のＧａＮの成長の二次電子顕微鏡写真を示す。
【図７】多様な核形成層組成を用いた場合の半導体成長の間のウェハ湾曲を測定したグラ
フを示す。
【００３５】
　実施例及び図面中では、同じ、同種の又は同じに作用する要素はそれぞれ同じ符号を備
えていてよい。図示された素子及びその相互の大きさの比率は、寸法通りとは見なされず
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、むしろ例えば層、構成部材、構成素子及び領域のような個々の素子は、表示のしやすさ
の改善及び／又は理解しやすさの改善のために過度に大きく表示されていてよい。
【００３６】
　図１Ａ～図５には、エレクトロニクス半導体チップ１００の製造方法の方法工程が示さ
れている。エレクトロニクス半導体チップ１００は、単に例示的にオプトエレクトロニク
ス能動層を備えた発光ダイオードとして構成されていて、このオプトエレクトロニクス能
動層は、作動時に光を作製しかつ放射するために設けられている。発光ダイオードとは別
に、このエレクトロニクス半導体チップ１００は、例えば光検出ダイオード又は他の半導
体構成素子、例えばトランジスタとして構成されていてもよいか又はこれらの構成素子を
有していてもよい。
【００３７】
　第１の方法工程の場合に、図１Ａに図示されているように、成長表面１０を備えた成長
基板１を準備する。この成長表面１０は、この成長表面１０上に半導体積層部を成長させ
ることが予定されている。この成長基板１は、図示された実施例の場合には、酸化アルミ
ニウム（Ａｌ2Ｏ3）を含み、かつ好ましくは酸化アルミニウムからなる。特に、この成長
基板１は、酸化アルミニウムウェハとして構成されていてよく、このウェハ上に半導体積
層部を大面積で成長させる。成長させた半導体積層部を備えたウェハのダイシングにより
、多数の半導体チップを製造することができる。
【００３８】
　この成長表面１０は、二次元的に成形された平坦な面１１を備え、この平坦な面１１上
に多数の三次元的に成形された表面構造１２が配置されている。換言すると、この表面構
造１２は、平坦な面１１により形成される平面から突き出ている。三次元的に成形された
表面構造１２は、突出部として構成されていて、この突出部は平坦な面１１から上側に向
かって延びている。
【００３９】
　図１Ｂ及び図１Ｃには、成長基板１の成長表面１０を上から見た図が示され、これらの
図中で、表面構造１２の横断面が認識可能である。図１Ｂに示されているように、表面構
造１２の横断面は円形であり、かつ特に円錐状であってよいため、表面構造１２は円錐形
の突出部として構成されていてよい。これとは別に、表面構造１２は、図１Ｃに示されて
いるように、多角形の、例えば六角形の横断面を示してもよいため、表面構造１２は、平
坦な面１１条の角錐形の突出部として構成されていてよい。突出部として構成された表面
構造１２の間には平坦な面１１が拡がっている。
【００４０】
　この平坦な面１１は、特に好ましくは酸化アルミニウムの結晶学的ｃ面又は（－ｃ）面
によって形成され、この面は窒化物を基礎とする半導体材料の成長のために特に適してい
る。従って、表面構造１２の表面は、その方位に対応して平坦な面１１に対して相対的に
、多数の別の結晶面により形成される。
【００４１】
　示された実施例とは別に、成長基板１は、例えばケイ素又は炭化ケイ素により形成され
た成長表面１０を有していてよく、相応して例えばケイ素ウェハ又は炭化ケイ素ウェハと
して構成されていてよい。更に、この成長基板は、他の、又は一般的な部に記載された材
料を有するか又は記載された材料からなることも可能である。
【００４２】
　図１Ｄには、成長基板１について、表面構造１２が図１Ａの実施例と比べて陥没部とし
て構成されている別の態様が示されていて、この陥没部は平坦な面１１から成長基板１内
へと落ち窪んでいる。上述の突出部と類似して、この陥没部は例えば円錐型又は角錐型で
あってよい。他の方法工程の後続する記載は、単に例示的に、表面構造として突出部を備
えた図１Ａによる成長基板１の態様に関しているが、成長基板は、次に記載する方法工程
において、表面構造１２として陥没部を備えていてもよい。
【００４３】



(9) JP 2017-506434 A 2017.3.2

10

20

30

40

50

　更なる方法工程において、図２に示されているように、成長表面１０に核形成層２が施
される。特に、この核形成層２は大面積で、つまり成長表面１０の平坦な面１１にも並び
に三次元的に形成された表面構造１２にも施される。この核形成層２は、酸素を含む窒化
アルミニウム、つまりＡｌＮ：Ｏ又はＡｌＯＮから形成され、これは成長表面１０上に直
接施される。
【００４４】
　このために、例えば有機金属気相成長（ＭＯＶＰＥ）を使用してよく、この場合、一般
的な部で記載されているように、酸素を含む出発材料が、Ａｌ及びＮの準備のために適し
た出発材料の他に使用される。これとは別に又は付加的に、一般的な部で記載されている
ように、成長表面１０の酸素末端化を実施してもよい。
【００４５】
　ＭＯＶＰＥ法とは別に、核形成層２を、スパッタ法によっても施してもよい。このため
、一般的な部に記載されているように、例えばＡｌターゲットを、付加的に酸素も含む窒
素雰囲気中で使用してよい。更に、一般的な部に上記した別の方法も可能である。
【００４６】
　核形成層２中の酸素含有量は、核形成層２中の酸素の含有率が、１０19ｃｍ-3より多く
なるように制御される。特に、核形成層２に関する酸素の質量割合は、好ましくは０．０
１％以上又は０．１％以上又は０．２％以上又は０．５％以上であってよい。更に、核形
成層２に関する酸素の質量割合は、好ましくは１０％以下又は５％以下又は１．５％以下
であってよい。
【００４７】
　核形成層２の厚さは、１ｎｍ以上又は５ｎｍ以上又は１０ｎｍ以上又は３０ｎｍ以上又
は５０ｎｍ以上である。更に、１０００ｎｍ以下又は２００ｎｍ以下又は１５０ｎｍ以下
の厚さの核形成層２が製造される。例えば、核形成層の厚さは、約１０ｎｍから約１００
ｎｍであってよい。
【００４８】
　図３～図５との関連で記載されている更なる方法工程の場合に、核形成層上に窒化物を
基礎とする半導体積層部３をＭＯＶＰＥによって成長させる。
【００４９】
　図３に示されているように、半導体積層部の成長は平坦な面１１から選択的に行われる
。これは、一般的な部に記載されているように、核形成層２が、先行技術の場合に通常の
ＡｌＮからなるのではなく、付加的に酸素を含むことにより可能である。核形成層２のＯ
含有率によって、平坦な面１１上での半導体積層部の成長の選択性を調節することができ
るため、所望な選択性により成長されるべき半導体材料は核形成層２上の主に平坦な面１
１から成長する。それに対して、三次元的に成形された表面構造１２の表面には酸素を含
むＡｌＮ核形成層２の使用によって、図３に見られるように、わずかにだけ成長が行われ
るか又はそれどころか成長は全く行われず、この場合、半導体積層部３の製造のための成
長プロセスの開始時期を見ることができる：半導体積層部３の第１の半導体層３１の製造
のために施される半導体材料３０は、核形成層２上の平坦な面１１から選択的に成長する
。
【００５０】
　図６Ａ及び図６Ｂには、酸素を含むＡｌＮ核形成層上のＧａＮの成長の際の相応する方
法段階の二次電子顕微鏡写真が示されている。これらの写真は、この場合、図１Ｃの場合
の上から見た図に応じた成長表面の上から見た図に対応する。図６Ａの写真の場合、核形
成層をＭＯＶＰＥにより酸素を含む出発材料の使用下で施したが、図６Ｂの写真の場合に
は、核形成層を酸素の添加下でスパッタリングした。両方の写真において、表面構造１２
には半導体材料３０がわずかにしか成長していないか又はそれどころか全く成長しておら
ず、この半導体材料は成長表面の表面構造１２と平坦な面との間で選択的に成長している
ことが極めて明らかに認識できる。
【００５１】
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　これと比べて、酸素を含まないＡｌＮ核形成層を使用した場合での相応する成長基板上
での成長が示されている。容易に認識できるように、ここでは、表面構造の表面上で増強
された成長が行われ、この表面構造は半導体材料３０により覆われ、この写真中ではもは
や確認できない。それにより、成長した半導体材料３０は、一体的な結晶面を形成せず、
多数の結晶面を示し、これらが、更に成長される半導体材料又は更に成長させる半導体積
層部の材料品質の悪化を引き起こす。
【００５２】
　従って、核形成層２の製造の際に酸素を添加することにより、核形成層の製造のために
ＭＯＶＰＥ法を使用する場合でもスパッタリング法を使用する場合でも、半導体積層部の
半導体材料の後続する成長プロセスの強い選択性を達成することができる。従って、酸素
の添加は、ＭＯＶＰＥ法の内で核形成層２の相応する製造の際にも行うことができ、並び
にそれ以外でスパッタリングによる核形成層の製造の際にも行うことができる。これとは
別の、ＭＯＶＰＥ法の内での酸素を含まないＡｌＮを用いた核形成プロセスは、それに対
して、図６Ｃに示されているように、表面構造上での明らかに寄生的な核形成を常に引き
起こす。
【００５３】
　図４に示されているように、核形成層２上に成長された半導体材料は、半導体層３１、
例えば表面構造１２を覆うドープされていない緩衝層を形成するように成長させてよい。
これとは別に、半導体層３１は、多様なドープされていない及び／又はドープされた材料
を有する多数の層を有していてもよい。
【００５４】
　半導体積層部３の形成のために、次いで、別の半導体層を半導体層３１上に成長させる
。図５に示されているように、この別の半導体層を例えばドープされた半導体層３２，３
３により形成することができ、この間にオプトエレクトロニクス能動層３４を配置するこ
とができる。半導体積層部３は、特に多数のドープされた層及びドープされていない層か
らなってよく、これらは見やすさのためにここでは示されていない。特に、発光ダイオー
ド又は光検出ダイオードのための半導体積層部３の構成は当業者に公知であり、従って詳
細には説明しない。図５に示された半導体チップ１００は、付加的に別の層、例えば、半
導体積層部との電気的接続のための電極層、鏡面層及び／又はパッシベーション層を有し
ていてもよく、これらは見やすさのためにここでは同様に示されていない。
【００５５】
　ここに例示的に記載された、発光ダイオードとしてのエレクトロニクス半導体チップ１
００の態様の場合には、半導体チップ１００は、作動時に光を、成長基板１とは反対の上
側の方向並びに成長基板１の方向に放射することができる。オプトエレクトロニクス能動
層３４から、成長基板１の方向へ放射される光については、表面構造１２によって、全反
射の回避並びに低減を達成することができる。
【００５６】
　上述の方法により、予め構造化された基板上での酸素を含むＡｌＮ核形成層の使用によ
り、核形成層上での半導体積層部の成長プロセスの選択性の改善を達成することができ、
このことは、好ましくは後続する層のプロセスパラメータの明らかな拡張を引き起こすこ
とができる。更に、三次元的に成形された表面構造でわずかに成長することにより及び好
ましくはほとんど成長しないか又は全く成長しないことにより、材料品質の他に、発光ダ
イオードの場合に、電子光学パラメータ、例えば光、漏れ電流及び小電流挙動にも好まし
い影響が及ぼされる。核形成の際の手間のかかる温度傾斜及び圧力傾斜は必要なく、ＭＯ
ＶＰＥ装置内での成長時間を明らかに短縮することが可能となる。
【００５７】
　更に、核形成層として堆積された酸素を含む窒化アルミニウムの緩和の度合いの決定に
より及び三次元的に成形された表面構造上での成長の度合いの決定により、半導体積層部
の成長の間に成長基板の湾曲の調節が可能であることも判明した。このため、図７中に、
核形成層の多様な組成についてのプロセス時間ｔに依存する、半導体成長プロセスの間の
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ウェハ湾曲Ｃが示されている。成長の間の基板の湾曲は、酸素を含むＡｌＮ核形成層の特
性によって制御できることが判明した。酸素の意図的添加及び酸素の量によって、酸素を
含むＡｌＮの緩和の度合いに影響を及ぼすことができ、かつ従って後続する層の歪みの状
態に影響を及ぼすことができる。
【００５８】
　図中に示された実施例は、一般的な部における記載による更なる及び択一的な特徴を示
すことができる。
【００５９】
　本発明は、実施例に基づく記載によってこの実施例に制限されるものではない。むしろ
、本発明は、全ての新規の特徴並びにこれらの特徴の全ての組み合わせを含み、これは、
特に、これらの特徴又はその組合せ自体が特許請求の範囲又は実施例に明確には記載され
ていない場合であっても、特許請求の範囲の特徴の全ての組合せを包含する。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図１Ｄ】
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【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図６Ｃ】

【図７】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年10月17日(2016.10.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エレクトロニクス半導体チップ（１００）の製造方法であって、
　－　平坦な面（１１）により形成される成長表面（１０）を備えた成長基板（１）を準
備するステップであって、前記平坦な面（１１）上に三次元的に成形された複数の表面構
造（１２）を備えている、ステップと
　－　前記成長表面（１０）上に直接、酸素を含むＡｌＮからなる核形成層（２）を大面
積で施すステップと、
　－　前記核形成層（２）上に、窒化物を基礎とする半導体積層部（３）を成長させるス
テップであって、前記半導体積層部（３）を前記平坦な面（１１）から選択的に成長させ
る、ステップと
を含む、エレクトロニクス半導体チップ（１００）の製造方法。
【請求項２】
　前記核形成層（２）中の酸素の含有率は１０19ｃｍ-3より多く、かつ前記核形成層（２
）の酸素含有率が前記半導体積層部（３）の成長の選択性を生じさせるので、前記三次元
的に成形された表面構造（１２）上での半導体材料の成長はわずかに行われるだけである
か又は全く行われない、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記平坦な面（１１）上での前記半導体積層部（３）の選択的な成長を、前記核形成層
（２）の酸素含有率によって調節する、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記三次元的に成形された表面構造（１２）は、前記半導体積層部（３）の成長の際に
、前記半導体積層部（３）によりほぼ覆われる、請求項１から３までのいずれか１項に記
載の方法。
【請求項５】
　有機金属気相成長によって前記核形成層（２）を施す、請求項１から４までのいずれか
１項に記載の方法。
【請求項６】
　スパッタリングによって前記核形成層（２）を施す、請求項１から４までのいずれか１
項に記載の方法。
【請求項７】
　前記三次元的に成形された表面構造（１２）を、前記平坦な面（１１）上に円錐形の又
は角錐形の突出部により形成させる、請求項１から６までのいずれか１項記載の方法。
【請求項８】
　前記成長基板（１）は、酸化アルミニウムを含むか又は酸化アルミニウムからなる、請
求項１から７までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記平坦な面（１１）は、結晶学的ｃ面である、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記半導体チップ（１００）の作動時に、光の放射又は検出が予定されているオプトエ
レクトロニクス能動層（３４）を備えた前記半導体積層部（３）を成長させる、請求項１
から９までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
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　前記半導体チップ（１００）は、発光ダイオード又は光検出ダイオードとして構成され
る、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　－　平坦な面（１１）により形成される成長表面（１０）を備えた成長基板（１）であ
って、前記平坦な面（１１）上に複数の三次元的に成形された表面構造（１２）を備えて
いる、成長基板（１）と、
　－　前記成長表面（１０）上に直接大面積で施された、酸素を含むＡｌＮからなる核形
成層（２）と、
　－　前記核形成層（２）上の、窒化物を基礎とする半導体積層部（３）とを備え、
ここで前記半導体積層部（３）は、前記平坦な面（１１）から選択的に成長されている、
エレクトロニクス半導体チップ（１００）。
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